
　◎ 適格請求書等保存方式（いわゆる「インボイス制度」）に関するご質問や、市川市指定の請求書を適格請求書として使用する
　　　場合の記載方法や注意点等については、直接税務署にお問い合わせください。

■請求書の記載に関する Ｑ＆Ａ　

　◎ 令和5年10月1日付けで改正する市川市指定の請求書の記載方法等について、次ページ以降にQ&A形式で回答しています。
      市川市指定の請求書を使用して、市川市へ費用請求する際に、ご活用ください。

令和5年8月30日　作成
令和5年9月22日　改訂

市川市　会計課
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Ｎｏ. 掲載日 請求書該当欄 質問項目 質問内容 回答

1 R5.8.30 請求書全般
新様式への
切替え時期

新様式は、いつから使用す
るのですか。

原則として、請求日が令和5年10月1日以降の請求から、新様式の請求書をご使用ください。
ただし、既に新様式への切替準備が整っている事業者については、これを前倒して、ご使用いただいても
構いません。

2 R5.8.30 請求書全般
自社様式の
使用

市川市指定の様式でない
と請求できませんか。

市川市指定の請求書でなくても、請求可能です。
なお、自社様式の請求書を使用して請求する場合は、所定の要件を満たす必要があります。
所定の要件については、別掲載の「2.自社様式の請求書での請求について」をご参照ください。

3 R5.8.30 請求書全般 旧様式の使用

令和５年１０月1日以降も、
市川市指定の旧様式の請
求書による請求も可能です
か。可能な場合、いつまで
可能ですか。

市川市指定の旧様式の請求書による請求も、引き続き可能です。
なお、旧様式の使用可能な期間に定めはありませんが、すみやかに新様式への移行をお願いします。

4 R5.8.30 請求書全般 請求書の押印
請求書に押印は必要です
か。

請求書に押印は不要です。

5 R5.8.30 請求書全般
２ページ目の
印刷

請求書は１ページで済む場
合も、２ページ目の印刷は
必要ですか.

請求書が１ページで足りる場合は、２ページ目の印刷は不要です。

6 R5.8.30 請求書全般
２ページ目の
印刷

請求書が2ページ以上ある
場合は、両面印刷ですか、
片面印刷ですか。

請求書の印刷は、片面印刷、両面印刷いずれも可能です。

7 R5.8.30 Ⅰ.上欄
❶「件名」の
記載方法

「件名」は何を記載すれば
いいですか。

「件名」の欄は、次のとおり記載してください。
　・契約書、請書、見積書（その３）による請求の場合は、当該書類の件名を記載してください。
　・見積書（その２）による物品購入・物品修繕の請求の場合は、件名の記載は不要です。
　・上記以外による請求の場合は、請求の内容がわかるように記載してください。

8 R5.8.30 Ⅰ.上欄
❶「件名」の
記載方法
（分割払い）

毎月払いなど分割して請求
する場合の「件名」は、どの
ように記載すればいいです
か。

分割して請求する場合、「件名」の欄は、契約書等の件名のほか、請求対象となる実施月（使用月等）を記載し
てください。
　　＜記入例＞
　　　　・ ○○賃貸借契約（令和〇年〇月分）
　　　　・ ○○保守業務委託（令和〇年〇月～○月分）

9 R5.8.30 Ⅰ.上欄
❷「納入場所」
の記載方法

「納入場所」はどのように
記載すればいいですか。

「納入場所」の欄は、担当課名又は施設名を記載してください。

10 R5.8.30 Ⅰ.上欄
❸請求者欄の
「登録番号」
の記載方法

「登録番号」はどのように
記載すればいいですか。

請求者欄の「登録番号」は、次のとおり記載してください。
　・適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者は、「あり」にチェックをして、登録番号（Ｔから始まる
　　数字13桁）を記載してください。
　・適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者は、「なし」にチェックをしてください。

（注意事項）
  以下のQ&Aは、市川市指定の請求書を使用して、市川市へ費用請求する場合に必要な記載方法等について回答しています。
  インボイス制度に関するご質問や、市川市指定の請求書を適格請求書として使用する場合の記載方法等については直接税務署にお問い合わせください。



Ｎｏ. 掲載日 請求書該当欄 質問項目 質問内容 回答

11 R5.9.22 Ⅰ.上欄
❹ページ番号
の欄

「（　　　/　　　）」のページ番
号の欄はどのように記載す
ればいいですか。

右上にある、ページ番号の欄「（　　/　　）」は以下のとおり記載してください。
＜記載例＞
　　（例１） 請求書が1ページで足りる場合
　　　　　　　　→　ページ欄の記載は省略可能です。記載する場合は『（１／１）』と記載します。
　　（例２） 請求書が2ページ目まである場合
　　　　　　　　→　請求書の1ページ目は『（1／2）』、請求書2ページ目は『（2／2）』と記載します。

12 R5.9.22 Ⅱ.内訳欄
軽減税率対象
の品目がある
場合

軽減税率対象のものがあ
る場合、どのように記載す
るればいいですか。

軽減税率対象（税率8％）のものは、品名の欄に『※』印を記載してください。

13 R5.9.22 Ⅱ.内訳欄
課税品目と非
課税品目が混
在する場合

課税品目と非課税品目が
混在する場合、どのように
記載すればいいですか。

1つの請求書内に、課税品目と非課税品目が混在する場合、非課税品目の品名の欄に非課税である旨を
明記してください。

14 R5.8.30 Ⅲ.合計欄

❺「対象金額」
～❽「消費税及
び地方消費税
額」の記載方法
（外税の場合）

外税の場合は、Ⅲ.合計欄
はどのように記載すればい
いですか。

すべて課税品目（外税）の場合は、次のとおり記載してください。
　❺「対象金額」は、税率ごとに、課税品目の金額を合計した額（税抜）
　➏「消費税及び地方消費税額」は、
　　　・税率の欄は、『8』％又は『10』％
　　　・金額の欄は、税率ごとに消費税及び地方消費税額を合計した額
　❼合計「請求額」は、税率ごとに記載した❺「対象金額」と➏「消費税及び地方消費税額」を合計した額
　❽合計「消費税及び地方消費税額」は、税率ごとに記載した➏「消費税及び地方消費税額」を合計した額

　＜記載例＞　すべて課税（外税）の場合



Ｎｏ. 掲載日 請求書該当欄 質問項目 質問内容 回答

15 R5.8.30 Ⅲ.合計欄

❺「対象金額」
～❽「消費税及
び地方消費税
額」の記載方法
（内税の場合）

内税の場合は、Ⅲ.合計欄
はどのように記載すればい
いですか。

すべて課税品目（内税）の場合は、次のとおり記載してください。
　❺「対象金額」は、税率ごとに、課税品目の金額を合計した額（税込）
　➏「消費税及び地方消費税額」は、
　　　・税率の欄は、『8』％又は『10』％
　　　・金額の欄は、税率ごとに記載した❺「対象金額」に含まれている消費税及び地方消費税額を合計した額
　❼「請求額」は、税率ごとに記載した❺「対象金額」を合計した額
　❽「消費税及び地方消費税額」は、税率ごとに記載した➏「消費税及び地方消費税額」を合計した額

　＜記載例＞　すべて課税（内税）の場合

16 R5.8.30 Ⅲ.合計欄

❺「対象金額」
～❽「消費税及
び地方消費税
額」の記載方法
（すべて非課税
場合）

請求額がすべて非課税の
場合、Ⅲ.合計欄はどのよう
に記載すればいいですか。

　すべて非課税の場合は、合計の❼「請求額」と❽「消費税及び地方消費税額」のみ記載してください。
　（注意） ❺「対象金額」と➏「消費税及び地方消費税額」は、課税品目の合計額を記載する欄のため、
              非課税額は記載しないでください。）
　
　＜記載例＞　すべて非課税の場合



Ｎｏ. 掲載日 請求書該当欄 質問項目 質問内容 回答

17 R5.8.30 Ⅲ.合計欄

❺「対象金額」
～❽「消費税及
び地方消費税
額」の記載方法
（課税（外税）と
非課税が混在
する場合）

1つの請求書内に、課税品
目（外税）と非課税品目が
混在する場合、合計欄はど
のように記載すればいいで
すか。

1つの請求書内に、課税品目（外税）と非課税品目が混在する場合は、次のとおり記載してください。

　❺「対象金額」は、税率ごとに、課税品目の金額を合計した額（税抜）
　　　（注意） 「対象金額」は、課税品目の合計額を記載する欄のため、非課税額を加算しないでください。

　➏「消費税及び地方消費税額」は、
　　　　・税率の欄は、課税品目の税率『8』％又は『10』％
　　　　・金額の欄は、税率ごとに課税品目の消費税及び地方消費税額を合計した額を記載してください。
　❼「請求額」は、❺「対象金額」と➏「消費税及び地方消費税額」を加算した額の合計額に、非課税品目の
　　　金額を加算した額
　❽「消費税及び地方消費税額」は、税率ごとに記載した➏「消費税及び地方消費税額」を合計した額

　＜記載例＞　課税（外税）と非課税が混在する場合

18 R5.8.30 Ⅲ.合計欄

❺「対象金額」
～❽「消費税及
び地方消費税
額」の記載方法
（課税（内税）と
非課税が混在
する場合）

1つの請求書内に、課税品
目（内税）と非課税品目が
混在する場合、Ⅲ.合計欄
はどのように記載すればい
いですか。

1つの請求書内に、課税品目（内税）と非課税品目が混在する場合は、次のとおり記載してください。

　❺「対象金額」は、税率ごとに、課税品目の金額を合計した額（税込み）
　　（注意） 「対象金額」は、課税品目の合計額を記載する欄のため、非課税額を加算しないでください。

　➏「消費税及び地方消費税額」は、
　　　　・税率の欄は、課税品目の税率『8』％又は『10』％
　　　　・金額の欄は、税率ごとに❺「対象金額」に含まれる消費税及び地方消費税額を合計した額
　❼「請求額」は、❺「対象金額」の合計額に、非課税品目の金額を加算した額
　❽「消費税及び地方消費税額」は、税率ごとに記載した➏「消費税及び地方消費税額」を合計した額

 ＜記載例＞　課税（内税）と非課税が混在する場合



Ｎｏ. 掲載日 請求書該当欄 質問項目 質問内容 回答

19 R5.8.30 Ⅲ.合計欄

❺「対象金額」
～❽「消費税及
び地方消費税
額」の記載方法
（適格請求書発
行事業者の登
録を受けない場
合）

適格請求書発行事業者の
登録を受けない事業者の
場合でも、Ⅲ.合計欄はす
べて記載が必要ですか。

適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者の場合は、Ⅲ合計欄は、❼「請求額」と❽「消費税及び地方消
費税額」のみ記載してください。（❺「対象金額」、➏「消費税及び地方消費税額」の記載は不要です。）

　 ＜記載例＞　適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者の場合

20 R5.9.22 Ⅲ.合計欄

❽「消費税及び
地方消費税額」
の記載方法
（適格請求書発
行事業者の登
録を受けない場
合/内税）

適格請求書発行事業者の
登録を受けない事業者が、
内税で請求書を発行する
場合、消費税欄は「内税」と
記載してもいいですか。

適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者が、請求書を内税で発行する場合、❽「消費税及び地方
消費税額」には、『内税』と記載いただいても構いません。
（税額の記載が可能である場合は、原則どおり税額を記載してください。No.19参照）

＜記載例＞　適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者の場合（内税の場合）

21 R5.8.30 Ⅳ.下欄
❾日付の記載
方法（請求日）

日付の欄は、いつを記載す
ればいいですか。

日付の欄は、市川市に請求書を提出する日付を記載してください。
＜補足＞
　請求書を作成後、市川市に提出するまでに日を要した場合や郵送等で提出することにより記載された日付
　と実際の提出日が一致しない場合は、実際に市が請求書を収受した日を請求日として支払の処理を行い
　ます。

22 R5.8.30 Ⅳ.下欄
❿債権者確認
欄

「債権者確認」の欄は記載
が必要ですか。

「債権者確認欄」は、記載不要です。市職員が記載します。

23 R5.8.30 Ⅳ.下欄 ⓫領収書欄
「領収書」の欄は記載が必
要ですか。

「領収書欄」は、記載不要です。
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